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活動グループの紹介 

主な年間イベント（予定） ■ 人権啓発 

登録型本人通知制度 
  三原市に住民票や本籍のある人が事前に登
録することにより，住民票の写し等を第三者
などに交付した場合，その交付した事実を事
前登録者に郵送でお知らせする制度です。         

 住民票の不正請求や，不正取得の抑止に効
果があります。  

 ➡市民課又は各支所地域振興課市民課又は各支所地域振興課市民課又は各支所地域振興課市民課又は各支所地域振興課まで 

人権相談 

グループ名グループ名グループ名グループ名    内内内内    容容容容    曜曜曜曜    日日日日    時時時時    間間間間    

 卓球教室  卓球  月・水曜  １４：００～１６：００ 

 なでしこピングポング  卓球  火曜  １５：００～１７：００ 

 太極拳  太極拳  火・金曜   ９：３０～１２：３０ 

 ポコ・ア・ポコ みはら  吹奏楽  月曜   ９：３０～１３：００ 

 ギターアンサンブル ベラ・ムジカ  ギター  水曜   ９：００～１２：００ 

 フィオーレ  吹奏楽  金曜   ９：３０～１３：００ 

 カラオケ同好会  カラオケ  金曜  １３：００～１７：００ 

 すみれ会  カラオケ  金曜  １８：００～２１：００ 

 ミュージカルシティみはらピープル  ミュージカル  土曜  １８：００～２１：００ 

 三原高校器楽部ＯＢ会  吹奏楽  土曜  １８：００～２１：００ 

 ＧＦＣ（ゴスペル・フィルズ・ザ・シティ）  ゴスペル  日曜   ９：３０～１２：００ 

 都絵手紙教室  絵手紙  火曜  １３：３０～１６：００ 

 大正琴クラブ  大正琴  隔週水曜  １３：３０～１５：００ 

 朋邑書道会  書道  水曜  １９：００～２０：３０ 

 生花（池坊）  華道  金曜  １８：００～２0：００ 

 健康マージャン教室Ａ  健康マージャン  隔週木曜  １３：３０～１６：００ 

 健康マージャン教室Ｂ  健康マージャン  隔週木曜  １３：３０～１６：００ 

※活動日など，詳しくはセンターまでお問い合わせください。 

◇ 料理教室（6月～3月，年4回） 

◇ 夕涼みコンサート（6月） 

◇ アニメまつり（8月） 

◇ 人権講演会（9月，12月） 

◇ 人権啓発パネル展(12月) 

◇ 文化祭（11月） 

◇ 健康教室（2月） 

◇ ピアノ教室発表会（3月） 

人権相談員が相談をお受けしています。 

相談は無料で，秘密は守られます。 

お気軽にご相談ください。  

   ◇ とき 土･日･祝日を除く10時～16時 

 ◇ ところ 三原市人権文化センター 

 ◇ 電話  0848-66-1111 

発行/三原市人権推進課 編集/三原市人権文化センター                

住所/三原市長谷１－６－１ 電話/0848-66-1111 

■ 人権文化センター略図 

【裏面にも記事があります】 

★新型コロナウイルスの「緊急事態宣言」が発出されたことに伴い，当面の間，主催事業は中止，施設は休館と

なります。感染の拡大が終息し，施設の利用が再開しましたら，ぜひご参加ください。 



今月は女性の人権 その１ 男女共同参画社会について 

平成31年度の主な実施事業 

はじめに 

三原市での施策について 

現在では，誰もが性別により差別されることなく，その能力を十分に発揮できるような環境整備が

進められています。しかし依然として，雇用機会や待遇などの面で，男女間に格差が存在し，様々な

分野における政策・方針決定への女性の参画が十分でないなど，男女共同参画が進んでいない状況が

あります。 

その状況を改善するためには，「夫は外で働き，妻は家庭を守るべきである」というような，男女

の固定的な役割分担意識にとらわれず，家庭，学校，職場，地域などの社会のあらゆる分野におい

て，誰もが共に参画し，責任を分かち合い，お互いに協力することが必要です。 

 また，性犯罪・性被害・夫・パートナーからの暴力，職場などにおけるセクシャルハラスメントな

ど，人権を侵害する事案も発生しています。このような暴力的行為や性的な言動による精神的苦痛を

与える行為をなくし，個人としての尊厳や人権を損なうことのないようにしなければなりません。 

 １ 男女共同参画社会の推進  

   一人ひとりがお互いの違いを認め合い，苦労も喜びもともに 

   分かち合っていけるよう，家庭・地域・職場などあらゆる場で， 

   一層の学習活動や啓発活動に努めます。 

 ２ 女性に対する暴力の根絶 

   女性に対する，暴力を許さない社会意識の醸成のため一層の啓発に努めます。またこうした   

   被害についての相談・支援の体制の充実を図ります。 

 ３ 就業の場における男女共同参画の実現 

   働く女性が，性により差別されることなく，社会で活躍できる環境づくりを推進していくと 

   ともに，仕事や社会活動と子育てが両立できるよう，保育事業の機能充実に努めていきます。 

◇ みんなの男女共同参画映画上映会（6月） 

 「ずっと、いっしょ。」豪田トモ監督作品 

◇ みんなの男女共同参画講演会（12月） 

 「これが、私の使命だから」 

  ﾌﾘｰｱﾅｳﾝｻｰ 久保田 夏菜さん 

◇ みんなで参画セミナー（10月，3回） 

◇ わーくわくママ就職応援セミナー(7月,11月) 

◇ 女性活躍推進経営者セミナー（11月） 

 『「働き方改革」が進まないワケ』 

  ㈱体育社 管理統括部部長 村上 祐一さん  

◇ 三原市男女共同参画社会づくり表彰（11月） 

  事業者の部 

   三原市医師会病院 

   社会福祉法人 亀甲会 

来月は女性の人権その２ ～ＤＶについて～ を掲載予定です。 


